
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 

ほほえみ定期巡回ステーション 

 

 

 

重要事項説明書 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（一宮市指定 第２３９２２００６８５号） 

 当事業所はご利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」 

と認定された方が対象となります。 



 

１． 事業者 

（１）会 社 名 医療法人 翔樹会 

（２）会 社 住 所 愛知県一宮市開明字東沼８５番地 

（３）電 話 番 号 ０５８６－６４－０００３ 

（４）代表者氏名 理事長 井上 雅樹 

（５）設立年月日 平成 12年 12月 14日 

 

２． 事業所の概要 

（１）事業所の種類      指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（２）事業の目的 

      医療法人翔樹会が設置経営するほほえみ定期巡回ステーション（以下「事業所」と

いう。）において実施する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（以下「事

業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事

項を定め、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の円滑な運営管理を図るととも

に、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供することを目的とする。 

 

（３）事業所の名称 ほほえみ定期巡回ステーション 

   令和３年４月１日指定 一宮市第 2392200685号 

（４）事業所の所在地 愛知県一宮市開明字郷中 43番 

（５）事業所の電話番号  0586-64-5603 

（６）事業所長(管理者)氏名 多田 弘子 

 

（７）事業所の運営方針 

１ 事業所が実施する事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、
定期的な巡回又は通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の
対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするため
の援助を行うものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 
３ 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行
うものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めるものとする。 

５ 事業の実施に当たっては、一宮市、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅
サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域との連携に努めるも
のとする。 

 



（８）開設年月日       令和 3年 4月 1日 

 

（９） 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容 

(1) 管理者 1名（常勤職員 計画作成責任者 訪問介護の管理者と兼務） 

   管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとと
もに、法令等において規定されている指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施
に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。 

  (2) オペレーションセンター従業者 

   ① オペレーター   ６名（常勤兼務 ６名） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯を通じて専ら利用者か
らの通報を受け付ける業務を行う。 

    

   また、オペレーションセンター従業者は、事業所に対する指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサー
ビスの内容の管理を行う。 

    

  (3) 訪問介護員等  定期巡回と随時訪問を含めて １名以上 

   ① 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

     定期的な巡回により、排せつの介護、日常生活上の世話等の指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護の提供に当たる。 

   ② 随時訪問サービスを提供する訪問介護員等 

     利用者からの通報によりその者の居宅を訪問し、日常生活上の緊急時の対応等
の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる。 

 

３． 事業実施地域及び営業時間・利用定員 

（１）通常の事業の実施地域   一宮市  

 

（２）営業日及び営業時間 

   本事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 
  (1) 営業日   日曜日から月曜日まで（365日）とする。        
  (2) 営業時間 午前 9時 00分から午後 17時 00分までとする。  
  (3) サービス提供時間 24時間とする。     
  (4) 上記の営業日、営業時間、サービス提供時間は、電話等により 24 時間常時連絡が可能な

体制とする。 

 

 

４． 提供するサービスと利用料金 

事業所は、介護保険法令に定める下記のサービスを提供するものとします。 

＜定期巡回サービス＞ 

居宅サービス計画に基づき、計画作成責任者が作成した訪問計画にしたがって定期的に居宅を

巡回訪問し、サービスを提供します。 

 

 

 



＜随時対応サービス＞ 

利用開始にあたり、利用者の居宅にケアコール端末及びその付属品を設置します。オペレータ

ーが利用者または家族からのコールを受け、利用者の心身状況や対応履歴等の情報を参照しな

がら、会話を通じて利用者の状況を把握し、随時訪問サービスの必要性を判断し、必要に応じて

訪問介護員に出動を要請します。なお、通報の内容によっては、必要性に応じ看護師に助言を得

る等、利用者の生活に支障がないように努めます。 

ただし、午後６時から午前８時までの間に行われる随時対応サービスのオペレーターについて

は、訪問介護看護の事業所と綿密な連携を図り集約化することによって、一体的に利用者又はそ

の家族からのコールを受けることができるものとします。 

また、随時の訪問の必要性が同一時間帯に頻回に生じる場合には、利用者の心身の状況を適

切に把握し、定期巡回サービスに組み替える等の対応を行います。  

＜随時訪問サービス＞ 

随時対応サービスにおける訪問の判断により、利用者の居宅を訪問し訪問介護サービスを提供

します。概ね３０分以内には駆けつけられる体制の確保には努めますが、時に複数の利用者の随

時訪問の必要性が生じた場合には、適切なアセスメントの結果に基づき緊急性の高い利用者を優

先して訪問することがあります。 

＜訪問看護との連携＞ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護業務の一部を、連携先の訪問看護事業所と連携し、以下

の業務内容を委託しています。 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書作成におけるアセスメント及びモニタリングの実施 

（２）随時対応サービス対象者のサービス提供における連絡体制の確保 

（３）その他必要な指導及び助言 

＜ケアコール端末について＞ 

（１）ケアコール端末機は事業所から貸し出します。通信にかかる通信料（電話代）は、利用者の負

担となります。また、コール機のメンテナンスの為、毎月定期診断通報を行います。こちらの

通信料も利用者負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

（２）ケアコール端末機の故障・紛失・水没等については、利用者の故意又は過失に起因するもの

に関しては利用者負担となります。それ以外の故障や電池の交換については、事業者の

負担となります。 

＜合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法＞ 

（１）利用者から合鍵を預かる必要がある場合は、書面によりその取扱方法について説明した上で、
合鍵を預かることに同意する旨の文書に署名（記名押印）をうけることとする。 

（２）預かった合鍵については、使用時以外は施錠された保管庫に補完するものとする。 

（３）合鍵を紛失した場合は、速やかに利用者へ連絡を行うとともに、警察への届出等必要な

措置を行うものとする。 

 

 



＜サービス利用料金等＞ 

① 別添付の利用料金表に基づき、サービス利用料金をお支払いください。 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定介護職員等処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベースア

ップ支援加算として、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の 13.7％、

4.2％、2.4％が含まれます。 

②①に定めるサービスに対する利用料金について、介護保険給付費体系の変更があっ

た場合、事業所は当該サービスの利用料金を変更できるものとします。 

   ③①に定めるサービスに対する利用料金については、経済状況の著しい変化そ 

の他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事

前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前までにご説明します。 

＜利用料のお支払い方法＞（契約書第 8条参照） 

      前記の料金・費用は、１ヶ月毎に計算し、ご請求しますので、翌月引き落とし、もしく

は末日までに現金にてお支払いください。 

＜利用日の中止・変更・追加＞（契約書第 7条参照） 

   ①利用予定日の前に、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの 

利用を追加することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事 

業所に申し出て下さい。 

②事業所は、第１項に基づくご利用者及びその家族等からのサービス利用の変更・追加

の申し出に対して、満員でサービス提供できない場合、他の利用可能期間又は利用

可能期日をご利用者及びその家族等に提示して協議するものとします。 

 

５． 事業所の義務等及び義務違反 

（１）事業所の記録作成・交付の義務（契約書第 10条参照） 

  ①事業所は、ご利用者及びその家族等に対するサービスの実施に付いて記録を作成 

し、その完結の日から 5年間保管し、ご利用者及びその家族等の請求に応じてこ 

れを閲覧させ、またはその複写物を交付します。 

②事業所は、ご利用者及びその家族等から他のサービス事業所の利用を希望する旨 

の申し出があった場合には、ご利用者及びその家族等に対し、直近の居宅サービス計

画及びその実施状況に関する書類を交付いたします。 

（２）守秘義務（契約書第 11条参照） 

  ①事業所は、正当な理由がなく、その業務上知り得たご利用者及びその家族等の 

秘密を漏らしません。 

  ②職員は、業務上知り得たご利用者及びその家族等の秘密を漏らしません。 

  ③職員であったものに、業務上知り得たご利用者及びその家族等の秘密を保持さ 

せるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職 

員との雇用契約の内容に含みます。 



  ④前①～③項にかかわらず、ご利用者に係るサービス担当者会議での利用など正 

当な理由がある場合には、ご利用者及びその家族等の事前の同意を文章にて得た 

上で、ご利用者及びその家族等の個人情報を使用することがあります。 

（３）損害賠償責任（契約書第 14～15条参照） 

   事業所は、サービスの実施に伴って自己の責に帰すべき事由によりご利用者及 

びその家族等に生じた損害について賠償する責を負います。また、上記守秘義務に

違反した場合も同様とします。 

但し、ご利用者及びその家族等に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者及

びその家族等の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠

償を減じることができるものとします。 

（４）衛生管理 

   1  訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに事業所の設備の衛生的な管理
に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。 

２ 訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るた
め、必要な措置を講じるものとする。 

（５）緊急時の対応 

   １ 本事業所の訪問介護員等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行って
いるときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に
連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場
合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 

２ 利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した
場合は、一宮市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に
連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３ 利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事
故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

６．契約の終了 

（１）契約の終了事由、契約終了に伴う援助（契約書第 17条参照） 

    契約の有効期限は、契約締結の日からご利用者の介護認定の有効期間満了日までです

が、契約期間満了の７日前までにご利用者及びその家族等から契約終了の申し入れ

がない場合には、契約は同じ条件で更新され、以後も同様となります。（契約書第２条

参照） 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用するこ 

とが出来ますが、仮にこのような事項に至った場合には、当事業所との契約は 

終了します。 

① ご利用者が死亡した場合 

② 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判断された場合（※この場合、条件を変

更して、再度契約することができます。） 

   ③ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

  ④事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 



した場合 

⑤事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご利用者及びその家族等から契約解除の申し出があった場合（詳細は次項をご参照

ください） 

⑦事業所から契約解除を申し出た場合（詳細は次々項をご参照ください） 

⑧利用者及びその家族等による、第 8 条第１項から第３項に定めるサービス利用料金の

支払いが２ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払

われない場合 

（２）ご利用者及びその家族等からの解約・契約解除の申し出（契約書第 18・19 条参照）契約

の有効期間であっても、ご利用者及びその家族等から利用契約を解約することが出

来ます。その場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出く

ださい。 

   ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することが出来ます。 

  ①事業所が作成した居宅サービス計画に同意できない場合 

  ②事業所もしくは介護支援専門員が正当な理由なく契約に定める居宅介護支援を 

実施しない場合 

  ③事業所もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合 

  ④事業所もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご利用者及びその家族等 

の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合 

（３）事業所からの契約解除の申し出（契約書第 20条参照） 

   以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

  ①ご利用者及びその家族等が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項に

ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合 

② ご利用者及びその家族等が、故意又は過失により事業所又は職員の身体・財物・信

用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、契約を継続しがたい重

大な事情を生じさせた場合 

 

７．虐待防止に関する事項 

１本事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じるものとする。 
  (1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
  (2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

(3) その他虐待防止のために必要な措置 
２本事業所は、サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ
れを一宮市に通報するものとする。 

 

 



 

 

 

 

８．苦情の受付に付いて 

（１）苦情の受付（契約書第 23条参照） 

  ①事業所に関する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

     苦情受付窓口 （担当者）  多田 弘子 

     ＴＥＬ    0586-64-5603 

受付時間    平日午前9時00分から午後5時00分 

  ②当事業所以外の苦情・相談窓口 

    一宮市介護保険課 

ＴＥＬ    ０５８６－２８－９０１８ 

     受付時間   毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５（祝日を除く） 

 

    愛知県国民健康保険団体連合会（介護福祉課 苦情調査係） 

     ＴＥＬ    ０５２－９７１－４１６５ 

     受付時間   毎週月曜日～金曜日  ９：００～１７：００（祝日を除く） 

 

 

 

 

※ ご不明な点はお尋ねください。 

ご相談については各市町村でも受け付けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


